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先住民の知的財産 と 『先住民の知的財産問題』

伊藤敦規※

1.知 的財産 と知 的財産権

　法 律用 語 で は、家 具や 宝飾 品 といった動 産や 、土地 や建 築物 とい った不動 産

な どの可視 的 なモ ノ(有 体 物)を 有体 財 産(corporeal　 property)と 呼 び、 そ

れ らに対 して市 民 に よる独 占的な支配権 を 「物権 」(real　rights)と 呼んで い ま

す。 それ とは別 に、学術論 文、美術作 品、音楽作 品、発 明、発見、 デザイ ン、商

標、 デー タベ ース、 コンピュー ター の プロ グラムな どは、無体 財産(intangible

property)と 称 され、有体財産 とは区別 されて い ます。法律上 でい う財産 の指示

範 囲には、有体財産 だけで はな く、預金債権 としての預貯 金、店舗 の賃借権 の よ

うな債権 や それ を紙 に した有価 証券や、先 に挙 げた美術 作品や信用 や技術や発 明

や発見 や ノウハ ウ といった 目に見 えない無形 の精神 的創 作活動 の所産 で財産 的価

値 の あ る もの、 つ ま り、 知識 や情 報 とい った知 的財 産(intellectual　 property)

も含 まれ るのです。 こうした知的財産 を保護 す る諸権利 を知的所 有権、も しくは、

よ り汎用性 の ある用語 とな った知 的財産権(Intellectual　 Property　 Rights、 以下

IPRsと 略称)と いい、 その諸権 利 を保護 す る法律の総称 が知的財産 法で す。

　IPRsに 関 す る初期 の 国際条約 には、著作権 の国際 的な保護 を 目的 として スイ

ス のベ ル ンで1886年 に締 結 した 「文学 的及 び美術 的著作 物 の保護 に関 す るベ

ル ヌ条約(以 下、 ベ ルヌ条 約 と略称)」 と、 工業所 有権 の国際 的保 護 を 目的 とし

て1883年 にパ リで締 結 した 「工 業所 有権 の保護 に関 す るパ リ条約(以 下、 パ

リ同盟 条約 と略 称)」 が あ ります。 これ ら二 っ の 国際 事務 局 は1892年 に知 的

所 有権 保 護 合 同 国 際事 務 局 と して統 合 され ま した。 さ ら に1970年 に は知 的

財産 に関 す る国 際事 務局 の世 界知 的所 有権 機 関(World　 Intellectual　Property
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ワイポ

Organization、 以 下WIPOと 略 称)へ と発 展解 消 しま した。 国際 連 合(以 下 、

国連 と略称)の 専 門機 関の一・つ とな ったWIPOは 、現代 にお いてIPRsに 関す る

包括 的 で国際 的 な協 議 を行 う場 として機 能 して い ます。 そ して、 数 あ る国 際 的

フォー ラムの中で も知 的財産権 や遺伝子資 源の問題 につ いて最 も専 門的かつ包括

的な検討 を行 って い るのが、WIPOの 下 部組織 の一 つの 「知的財産並 び に遺伝資

源、伝統 的知識 及び フォー クロアに関す る政府 間委員会」で す。

　 で はWIPOが 定 め るIPRsと は どうい っ た 内容 な ので し ょ うか。1967年 の

WIPO設 立条約 は、以下 の8点 か ら知的財産 とそれ らに関す る諸権 利のIPRsを

定 義 してい ます。

※いとう　 あつの り

札幌 市出身。国 立民族学

博物館 文化資源研 究 セ ン

ター助教。専門 は社会 人

類学、 アメ リカ先 住民研

究。 ア リゾナ州 やニ ュー

メキシ コ州 の先 住民 と共

に、博物 館資料 や アー ト

商品な どについて、知 的

財産権 の側面 か ら協働 管

理の実践的研究 を行 って

い る。 論文 に 「博 物館標

本資料の情報 と知識 の協

働管 理 に向 け て」『国 立

民族学 博 物館 研 究報 告 』

35巻3号(2011年)、 「協

働作 品 として の 『ホ ピ ・

ズニ 作家 展 』」 岸 上伸 啓

(編)『 北 アメ リカ先 住民

の社 会経 済 開 発』(み ん

ぱ く実践人類 学 シ リーズ

4巻)(2008年)な どが

あ る。
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「知 的財産 」 とは下記 に関す る諸 権利 を包含 す る:

1.文 芸、美術 お よび学術 の著作物 に関す る(創 作者 の)権 利

2.実 演家 の実演、 レコー ドお よび放送 に関す る(表 現者 の)権 利

3.人 間 の活動 の全 ての分野 にお ける発明 に関 す る(発 明者 の)権 利

4.科 学 的発見 に関す る(発 見者 の)権 利

5.意 匠に関す る(制 作者 の)権 利

6.商 標 、サー ビスマー クお よび商号 その他 の商業上 の表 示 に関す る(事 業者 の)

　　 権利

7.(知 的財産権者 が)ニ セ モ ノな どの不正競争 に対 す る保 護 を受 ける権 利

8.お よび、産 業、学 術、文 芸、美術 の分野 で の知的活 動か ら生ず る他 の全 て

　　 の権利

(WIPO設 立条約第2条 第8節 、番号 と括 弧 は筆者 に よる)

　条約 に加 盟 した国家 の法制 度 に よって差 異が生 じるものの、例 えぼ今 日の 日本

において は、IPRsは い くつ かの法律 で保護 され る以下 に列挙 す る6つ の権 利の

総称 とい うこ とにな ります。

①著 作権(copyright)

　 文芸 ・美術 ・音楽 ・学術 な ど、思想、感情 を創作的 に外部 に表現 した創作者 が

　 有す る、複 製権 ・上演権 ・演奏権 ・頒布権 ・貸与権 ・翻訳 権 とい う著作権 者の

　 「権 利の束」や、著作者 人格権(公 表権 ・氏名表 示権 ・同一1生保 持権)、実演 家(俳

　 優、歌 手、指揮者、演 出家、監督 な ど)と 放送事業者 な どの権利 であ る著作隣

　 接権 を保 護す る。

②特許権(patent　 right)

　 技術 の進歩 を促 すため、新規 で技術 社会 に寄与貢献 し、産業上利用 しうる発明

　 を社会 に開示 す る出願人 に、公 開の代償 として、一定期間 に限 って、他者が発

　 明 を実施 す るこ とを禁止 しうる権 利 を保護 す る。

③ 実用 新案権(utility　 model　 right)

　 物 品の形状 や構 造や それ らの組合せ の考 案 を対象 とした、創 作者の独 占権 を保

　 護 す る。

④意 匠権(design　 right)

　 物 品 につ いて新規 に創 作 した、工業 利用 が可能 で、視 覚 を通 じて美感 を起 こさ

　 せ る審美的創作物 の意 匠 を創作 した者 に与 え られ る独 占権 。

⑤商標権(trademark　 right)

　 事業者が製作 した商 品やサ ー ビスの出所 の信用 を示 す商標 を保護す る。
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⑥不正競 争防止法(Unfair　 Competition　 Prevention　 Law)の 対象 となるノウハ

　 ウを含 む営業秘密 を保護 す る権利。

　 秘密 として管理 されて い る生産 方法や販売方法 その他の事業活動 に有用 な技術

　 上 または営業 上の情報で、 かつ公 然 と知 られ ていない もの を保護 す る。

　 上記 したWIPOの 定義 に照 ら し合 わせ る と、① の著作 権 は1と2と8に 、②

の特許 権 は3と8に 、③ の実用 新案権 は4と8に 、④ の意 匠権 は5と8に 、⑤

の商標 権 は6と8に 、⑥ の不 正競 争防止 法 で保 護 され る権利 が7と8に それぞ

れ該 当 します。 そ して知 的財産 法の専門家 の間で は、 これ らの諸 権利 を文化 目的

に寄与 す る① の著作権 と、産業 目的 に寄与 す る② 、③、④ 、⑤ 、⑥か らな る工業

所 有権(industrial　 property　 right、 産 業財産 権 とも呼 ばれ る)に 大別 す るのが

一般 的 となってい ます[小 野1998:8]
。

　 知 的財産 が各 法律で保護 され る とい うこ とは、各 国のそれぞれの国 内法 令が個

別 に定 め る一・定 の期間 の間、創作者が複製 す る権 利(使 用権)を 占有で き るこ と、

つ ま り使用料 等 の経済 的利益 の享受 を独 占的 に主張 で きるこ とを意 味 します。法

に よる保護 期間 の間 は、創 作者が知 的財産 を独 占的に使用 で き るため、第三者 に

よる不正 使用 や それ に よ る利益 供与 が 禁止 され るので す。 言 い換 えれ ば、法 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 パブリソクトメイン

よる保護 期 間が満 了す る と、創作 者 が独 占的に行使 で き る知 的財 産 は公共領 域

(public　domain)に 帰 すので、第三者 に よる利用 の可能性 が生 じるのです。

　 さて、知 的財産 が国際 的に協議 されて い った一 つの背 景 として、1980年 代 に

盛 ん にな った 日米 間の通 商摩擦が あ りま した。 それ までの個 々の 日米間 の通商摩

擦 は、 日本が輸 出す る特 定商品 の急増 に対す る輸 出 自主規制要請 とい う、 日本企

業の対米 キャ ッチア ップに対 す る米 国の保護主義 的対応が特徴 的で した。 その後

1980年 代 に入 る と、防衛庁 の次期 支i援戦 闘機i(FS-X)の 開発 な どの防衛 関連 技

術 の双方交流 問題 をはじめ、半導体 や光 ファイバー製造技術 とい った 日本企業 が

製造す る特定ハ イテ ク商 品の正 当 な評価や その技術 に関 す る経 済的権益 問題 、つ

ま り工業所有権 の帰属 をめ ぐる問題 へ と焦点が移行 してい ったので す。ロナル ド・

レーガ ン政権 下 の米 国 は、1988年 の 「通 商法 スーパ ー301条 」の制定や 同年 の

「関税法337条 」の改定 な どに代表 され る ように、 国内企 業 の技術 開発強化 努力

を奨励 しま した。 また、特許専 門の裁判所 であ る連邦巡 回控 訴裁判所 を設 立 した

の もこの時期 で した(1982年)。 米国 は行政 と司法の双方か ら、特許権 を保 護i強

化 す るプロパテ ン ト政策 を進 めてい った ので す[植 松1994:2-5]。

　 加 えて、知的財産権 の保護 強化 に向 けた政 策的動 向には、先進諸 国に よる途 上

国諸 国への経済 的圧力 とい う南北 問題 の様相 もみ られ ます。知的財産 を争点 とす

る 「北 」の先進諸 国 と 「南」の途上 国 との間の主要 な関心 といえば、主 に途 上国
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内で行 われ るCDな どの音楽著作物 や、著名な ブ ラン ドの商標 がつ いた製造物や、

プログラム関連 の ソフ トウェアな どの模倣 品製造や その輸 出行為で した。 こ うし

た動 きに対 して、 オ リジナ ルを製造 す る先進 諸国 の企 業や フランスのユ ニオ ン ・

デ ・ファブ リカ ンな どの業界 団体 らが ロビー活動 を展 開 し、 それ を受 けた先進諸
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ガ　ツ　ト

国政府 は 「関税 お よび貿易 に関 す る一般協 定(以 下、GATTと 略称)」 や 「知 的
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　トリプス

所 有権 の貿易関連 の側面 に関す る協定(以 下、TRIPS協 定 と略称)」 の違反 として、

国際 司法 の場 で こ うした問題 を指摘 した り、IPRsの 保護 強化 を関係途上 国諸政

府機 関 に要請 ・交渉 す る政策 を とって きた ので した。

　 ちなみに近年 の 日本国政府 の知的財産戦 略 につ いて みてみ る と、製造面 におい

て急成長 をみせ る発展 途上 国の技術 力や価格 競争 力 に対応 す るため に、1996年

12月 に 「21世 紀 の知的財産権 を考 え る懇談会」 が発 足 したの を皮切 りに、小泉

純一一郎政 権 の下 で2002年2月 に首相 直属 の 知 的財産 戦 略会議 が 設立 され、翌

2003年 には通称 「知 的財産戦略本部 」 として知 られ てい る知的財産基本法施行 ・

知 的財産戦 略本部 が 内閣官房下 に発足 した ことが記憶 に新 しい と思 われ ます1)。

今 日、知的財産 立 国を 目指す国家 は、途 上国 な ど他 国 による知 的財産 の不正使用

を防 ぎ、 自国 の産業 を保護 ・促進 す るこ とで将来 的な国益 を確保 す るた めに、以

前 に も増 してIPRsの 国際 的保護 に注 口す るようにな って きてい ます。

2.先 住 民の知的財産 と 「先住民の知 的財産問題」

　IPRsに 関 す る各 国政府 の主 た る政 策 は、近年 経済 的価値 の重要 性が増 大 して

い く知的財産 に関連す る国内企業 の産業育成 とい う経済保護政 策 との関わ りが強

い とい えるで し ょう。 その ためIPRsの 国際 的 な議論 は、上記 した よ うに通商摩

擦の側面 に関連 す る内容 が多 くを占めていて、結果 として工業所有権 の特許権 の

帰属 を争点 とした係争や協議 が 目立 ち ます。 しか しなが ら、一般 的な知 的財産 問

題 に対 す る、 「先住 民の知 的財産 問題 」 とい う先住 民 の伝 統的知識(Indigenous

Traditional　 Knowledge)の 法 的保 護 に関す る問題 系 も存在 して いて、世 界貿易

機構(以 下、WTOと 略称)や 国連や 国連 の専門機 関で あるWIPOな どの国家 間

協議 の場 で同時並行 的 に活発 に議論 され るよ うにな って います。 以下で は、関連

国際機 関 にお け る議 論 の推移 とそ こで争点 とな る諸項 目を整 理す るこ とで、 「先

住 民の知的財産問題 」な らで はの特徴 を明 らか に してみたい と思 います。

(1)「 伝統 的知識」 と 「先住 民の知的財産」

　 2010年10月 に愛知県名 古屋市 にて生物 多様性条約 第10回 締 約国会議i(通 称
コ ソプリテ ン

COPIO)が 開催 され ま した。 その議題 の一・つ は、 先住 民居住 地 か ら採取 され る

遺 伝子 資源 に関 す る問題 で した2)。 「先 住民 の知 的財 産 問題 」 とは、下 記 に詳 し

1)

知 的財産 戦略本部 は、知

的財 産 基 本 法(2002年

法 律第122号)の 制定 ・

施 行 に よ っ て 設 置 され

た、本 部長 を内閣総理大

臣 とす る政策 会議の こ と

です[首 相官邸]。

2)

詳 細 は 細 川 の 連 載 記 事 を

参 照

[　糸出　月12009a、 　2009b、

2009c,　 2009d,　 2009e,

2009f,　 2010a,　 2010b,

2010c,　 2010d,　 2010e,

2010f,　 20108,　 2010h,

2010i,　 2011]o
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3)

先 住 性 を 有 さ な い も の

の、 強 制 移 住 な ど に よ っ

て故 地 を 離 れ た後 に長 年

に渡 っ て 独 自 の コ ミ ュ ニ

テ ィ を 形 成 して き た、 カ

リ ブ 海 地 域 の ア フ リ カ

系 住 民 や 、 米 国 ペ ン シ

ル バ ニ ア 州 の ア ー ミ ッ

シ ュ、 ミシ シ ッ ピ海 岸 の

ベ トナ ム 系 漁 民 、 ブ ラ ジ

ル の ヨ ー ロ ッ パ 系 と の

混 血 で あ る カ ボ ク ロ ス

(Caboclos)な どは 、 「伝

統 的 コ ミ ュ ニ テ ィ」 と呼

ば れ る こ と も あ り、 彼

らのTCEsも 法 的 保 護 に

向 け た 対 象 と な る 場 合

も あ り ま す[TORSEN

and　 ANDERSON　 2010

Note　 12]o

4)

国連 経 済 社 会 理 事 会 は

1982年 に 「差 別 防 止 ・

少数者保護小 委員会(人

権小 委員会 としば し略称

され る)を 設置 し、 同小

委員会 は1999年 に人 権

促進 保護小 委員会 に改称

しました。先住 民作 業部

会は、 この小 委員会 の 中

の…つの部会で す。

く記 すバ イオ ・パイ ラシー(生 物遺 伝子資源 への海賊行為)や 、 フォー クロアの

表現(Expressions　 of　Folklore、 以 下EoFと 略称)も し くは伝 統 的文化 の表 現

(Traditional　 Cultural　Expressions、 以下TCEsと 略称)の 第 三者 に よる不正使

用 な どの問題 視 され る行為 の ことを指す場合 と3)、 先住 民 に よる伝統 的知識 への

アクセ ス権 や慣 習法 に基づ いた管 理方法 といった先住民が集 団的 に保持 す る諸権

利 につ いて、現 行知的財産法制 との整合性 を検 討 した り、 国際的 な枠組 みにおい

て法整備 を進 めて保護 の実現 を 目指 す一連 の議論 を指す場 合 とが あ ります。

　 まず、 「先住 民 の知的財産 問題 」の文脈 で頻繁 に登場 す る 「伝 統 的知識」 とい

う用 語 の指示 範 囲 につ いて簡 単 に紹介 します。 こ こで い う先住 民 の伝統 的知 識

は、 対象 を どの よ うに設 定 す るか に よって、 しば しば、狭 義 ・広 義 ・よ り広 義

の伝 統 的知識 として3類 型 され ます。分類 を行 った の は、 国連人権 委 員会(通

称UNHCHR)の 先 住 民 作 業 部 会 の エ リカ ・イ レー ヌ ・ダエ ス(Daes,　 Erica-

Irene)議 長(当 時)で した4)。 彼女 は、① 狭義 の伝統 的知識 を 「自然 との密接 な

関 わ りの中で集団 に よって世代 を越 えて培 われた農業 的知識 、科学 的知識 、技術

的知識 、生態 学的知識 、医学 的知識 お よび生 物多様性 関連 知識 等の総体 」 と し、

②広義 の伝統 的知識 を、「狭義 の伝統 的知識 に、EoF、 言語的要素(地 理的表示)、

意 匠、動産文化 財(美 術 工芸 品 ・民俗 資料 ・歴 史資 料)な どを加 えた もの」、 そ

して③ よ り広義の伝統 的知識 として 「遺産(広 義 の伝統 的知識 に加 え、人間の遺

体及 びゲ ノム情報 等)、 聖地 や遺 跡 ・史 跡 お よび埋 葬地 の ような不動 文化 財,先

住民 の生 活 を記録 した写真や 映画等の民族誌 的記録 物」 と分類 したのです。

　EoFの 不正 使用 に関 す る法 的保 護 に限定 して み る と、既 に1967年 のベ ル ヌ

条 約 の改訂 に 向 けた ス トックホル ム外交 会議 にお いて、現行 著作 権法 に基 づ く

保 護 の可能 性 の可 否 が議 論 され ま した。 その後1970年 代後 半 にな る と、不 正

使 用 され るの は多 くが そ の国 外 で あ るた め に国 内法 の み で の対 応 が 十分 で は

な い と して、新 た な特別 立法 の制 定 に よ る保 護 がWIPOで 協 議 され て い くこ

とにな りま した。 そ の流 れ にお いて1982年 の 「不 正利 用及 び その他 の侵 害行

為 か ら フォー クロア の表現 を保 護 す る各 国 国 内(立)法 のた めの モ デル規 定 」
　 　 　 　 ユ　ネ　ス　コ

(WIPO-UNESCOモ デル法令)が 検 討 され、 さ らに1994年 には、 国連 の先住民

に関す る作業部会が 「先住 民の権 利宣言原案」を提 出 しま した。 その後 ダエス は、

1998年7月 に開催 したWIPOの 第一 回 「知 的財産 と先住民会議 」の基調演説 にて、

生物 多様性、EoF、伝統 的知識 の法的保護 を 「先住 民の知的財産」の問題 とま とめ、

以後様 々 な国家 間協議 の場で議論 され る際 に 「先住 民の知的財産 問題 」 と総称 さ

れ る ことが多 くなったのです[高 倉2000:659]。 さ らに、 国連 教育科学文化機

関(通 称UNESCO)は 、2003年 に 「無形文化 遺産 の保護 に関す る条約 」(2006

年発効)を 採択 し、2005年 には 「文化 的表 現 の多様 性 の保 護及 び促 進 に関す る
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条約 」(2007年 発効)を 採 択 して、EoFの 国際 的保護 に向 けた取 り組 み を実 行

してい ます。

　 そ して、 「先住 民 の知的財 産 」 に関す る権利 の範 囲 は、2007年9月 に国連 が

採択 した 「先住民族 の権利 に関す る国際連 合宣言」 の、文化 や宗教や歴史 な どの

権利 につ いて規定 した第ll条 、第12条 、第13条 、第31条 において、 国家が

とるべ き措置 とともに明記 され る ことになったのです。

第ll条

　 1.先 住民族 は、その文化的な伝統及 び慣習を実践 し、及び再活性化 させ る

　　 権利を有する。 これには、考古学的及び歴史的な場所、工芸品、意匠、儀式、

　　 技術並びに視覚的及 び舞台的芸術並びに文学のような、 自己の文化の過去、

　　 現在及び未来の表現を維持 し、保護 し、及び発展させ る権利が含 まれる。

　 2.国 は、先住民族 の自由で事前の及 び事情 を了承 した上での同意 な しに、

　　 又はその法、伝統及び慣習に反 して奪 われた先住民族の文化的、知的、宗

　　 教的及び精神的財産 については、先住民族 と協力 して設けた、原状回復 を

　　 含む、効果的な仕組みによる救済を行わなければならない。

第12条

　 1.先 住民族は、その精神的及び宗教的な伝統、慣習及び儀式を表現 し、実践 し、

　　 発展 させ、及び教育す る権利、 その宗教的及び文化的な場所 を維持 し、保

　　 護 し及び干渉を受 けることな く立ち入 る権利、儀式用具の使用及び管理の

　　 権利並びにその遺体及び遺骨の返還 に対す る権利 を有する。

　 2.国 は、関係する先住民族 と協力 して設 けた公正で透明かつ効果的な措置

　　 によって、国が保有す る儀式用具並びにその遺体及び遺骨へのアクセス並

　　 びに/又 は返還を可能にす るよう努めなければならない。

第13条

　 1.先 住民族 は、その歴史、言語、 口承伝統、哲学、表記方法及び文学 を再

　　 活性化 し、使用 し、発展 させ、及 び未来 の世代 に伝達 し、並びに共同体、

　　 場所及び人にその固有の名称 を付 し、及び継続的に使用する権利を有する。

　 2.国 は、 この権利が保障されることを確保す るため、 また、必要な場合に

　　 は通訳の提供又はその他の適当な手段によって、先住民族が政治的,法 的

　　 及び行政的手続 を理解 し、及 びそれ らの手続 において理解されることを確

　　 保するため、効果的な措置をとらなければな らない。

第31条

　 1.先 住民族 は、 その文化財、伝統的知識及び伝統的な文化 的表現並びに人

　　 間やその他の遺伝物質、種子、薬品、動植物 の特性についての知識、口承
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伝統 、文学 、意 匠、ス ポー ツ と伝統 的競技 並 び に視 覚的及 び舞 台的 芸術 を

含 む 自己の科学 、技術 及 び文化 の表現 を維 持 し、 管理 し、保護 し、及 び発

展 させ る権利 を有 す る。 また、先 住民族 は、 この文化財 、伝統 的知識 及 び

伝統 的 な文化 的表現 に係 る知 的財産 を維持 し、管 理 し、保護 し、及 び発展

　させ る権 利 を有す る。

2.国 は、先住 民族 と協 力 して、 これ らの権利 の行使 を承 認 し、及 び保 護 す

　るため、効果的 な措置 を とらなけれ ばな らな い。

　[北 海道大学 アイ ヌ ・先住 民研究セ ンター訳2008]

5)

バイオ ・パ イ ラシーの具

体例 と、諸 国際機関 にお

け る議論 の詳細 は、 田 ヒ

を参照[田r_2008]。

(2)バ イオ ・パ イ ラシー とその対応

　 「先住 民の知的財産」の「不正使用 」に関す る問題 の概要 を把握す るため、バ イオ ・

パ イ ラシー とEoFも し くはTCEsの 不 正使 用 の具体例 を紹介 してお くのが 有益

だ と思 われ ます。バイオ ・パイ ラシー とは、先進 国企業 が生物多様性(biological

diversity)の 豊富 な先住 民 の居 住地域 に押 し寄せ(グ リー ン ・ラ ッシ ュ)、 先住

民や先住民 を包含 す る国家 か ら許 可 を得ず に伝 統的 医療 の知識 な どを国外 に持 ち

出 し、主 に先進 国内で製薬特許 を取得 して、 製薬か ら発生 す る商業 的利益 を先住

民 に分配せず に特許 取得企業 が独 占す る行為 の こ とをいいます。

この 問題 につ いて、 イ ン ド出身 の科 学者 で環 境 活 動 家 の ヴ ァ ンダ ナ ・シ ヴ ァ

(Vandana　 Shiva)や 、 カ ナ ダを本 拠地 とす る国 際NGOの 農村 生活 向上 国際基

金(通 称RAFI)ら が 非難 を行 っ た こ とが一 つ の きっか け とな って、一 般 に地

球 サ ミッ トと呼 ばれ る1992年 に リオ デ ジ ャネイ ロで 開催 され た 「環境 と開発

に関 す る国 際 連合 会 議(通 称UNCED)」 に お いて、 先住 民 の伝 統 的 知識 の保

護や 、特許 申請 と製 品化 に よる商 業 的利益 配分 につ いて定 めた生 物 多様性 条約

(Convention　 on　Biological　 Diversity、 以下CBDと 略称)の 締 結 に向 けた道筋

が整 い、CBDは 翌年 の1993年 に発効 しま した[大 澤2002a:1]5)。 また、 国

連食糧 農業機i関(通 称FAO)は 、2001年 に 「食料及 び農業 に用 い られ る植物遺

伝資源 に関す る条約」 を採択 し、2004年 に発効 してい ます。

(3)EoFの 不正 利用 とその対応

　続 いてEoFも し くはTCEsの 具 体 的 な紹 介 を します。 その前 に この文 脈 にお

ける 「フォー クロア」 の定義 をみ てみ ま し ょう。WIPOは それ を、 「『民間伝承 』

や 『民族文化財 』な どと呼 ばれ るもので あ り、 あ る社 会 の構成 員が共有 す る文化

的資産 で あ る伝 承 の文 化表現 を意 味す る。 具体 的 には、 民族 特 有の絵 画、彫刻 、

モザ イク等 の有形 な もの のほか、歌、音楽、踊 り等の無形 の もの も含 まれ る」 と

定義 してい ます[文 化審議会著作権分 科会2006]。
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　 さ らに、先 に挙 げたWIPOのIGCに 関 して 日本 の担 当窓 口 とな って い る文化

庁 文化審議会著作権分 科会 に よれば、諸国際機 関 にお いて議論 されて いる先住民

等 のEoFも し くはTCEsの 不正 利用 とは、 特定 の コ ミュニ テ ィにおい て伝 承 さ

れて きた、 コ ミュニ ティに とって精 神的価値 の高い儀式や音 楽や美術工芸品 な ど

が、 コ ミュニテ ィ成 員以外 の者 によって大量 生産 され た り、 コ ミュニ テ ィ内にお

けるあ るべ き利用形 態 を越 えた 「不適切」 な アレンジに よって第三者 に公 開 され

た り、 そ もそ もコ ミュニテ ィに とって 門外不 出の 内容 であった りす る聖物や儀礼

の様子 な どが公 開 され る こ とに よって、 それ らの伝 統 的な価 値 が損 なわれた り、

コミュニテ ィに とっての尊厳 を傷つ け る結 果 につ なが るこ との懸念 の こ とをい い

ます[文 化 審議会 著 作権分 科会2006]。 この定 義や 説明 か らは、先住 民 の文化

の商 品化 や慣 習法 に基 づ く秘 匿 陸 と密接 に関連 す る問題 で ある こ とが理解 で きま

す。

　 では具体的 に、EoFも し くはTCEsの 不正使用 の事例 をみてみ ま しょう。 以下

ではオース トラ リアの先住 民で あ るアボ リジニの裁 判事例 を中心 にい くつか挙 げ

てみ ます。一つ は、「ユ ンブルル対 オース トラ リア準備銀行 事件」です。1988年 、

オース トラリア準備 銀行 は、オー ス トラ リア建 国200周 年 を記念 した10豪 ドル

紙 幣のデザ イ ン として、北部 アーネ ムラ ン ド出身のテ リー ・ユ ンブル ルが儀礼 具

として制作 したモーニ ング ・ス ター ・ポールのイ メー ジ画像 を採用 しま した。 こ

の紙 幣 はポ リマー紙幣 とい う合成樹 脂が素材 として利用 されたた め技術 的な側 面

か ら注 目され るこ とになったのですが、 デザイ ンに関 して は制 作者 と事前 に交渉

す るこ とな く複 製 しま した。 この行為 に対 して制作 者 のユ ンブルル は個 人 で提

訴 し、創作者 の著作権侵害 が認 め られ て勝訴 しま した[シ ャーマ ン とワイズマ ン

2008:196,　 207-209]〇

　 二つ 目は 「ミル プルル対 イ ン ドファー ン事件 」です。 アボ リジニの画家 のジ ョー

ジ・ミル プル ル ら先住 民 アー テ ィス ト達 は、ベ トナムの工場で製造 された後 にオ ー

ス トラリアに逆輸入 されて販 売 され た絨毯 に、事前 の問い合わせ な く自分 た ちの

作 品が画像 印刷 として複製 され た こ とに対 し、 その製造 元で あ るオース トラ リア

の企業 を相 手取 って集 団訴訟 を起 こ しま した。 こち らも判決 は著作権侵 害が認 め

られて原 告団の勝訴 とな りま した[青 柳2006:189-190]。

　 三っ 目に 「ブル ンブル ン対R&Tテ キス タイル社事件 」 を紹介 します。 アボ リ

ジニの アー ティス トであ り宗教 的指導者で もあ るジ ョニ ー ・ブル ンブル ンが制作

した 『泉 の カサ サ ギガ ン と睡蓮 』 と題 した樹 皮画 作 品が、制 作者 か ら許 可 を得

ず にTシ ャツに印刷 して販 売 して いた こ とに対す る訴訟 で す。 この係争 につ い

て も同 じ く原告 勝訴 とい う結 果 に なった ので すが、単 に制 作者個 人 の著 作権侵

害が 認 め られ ただ けで は な く、制作 者 の ブル ン ブル ンが属 す ガ ナル ピュイ ング
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例 えば、 アボ リジニの ヨ

ルングの人 々が制作 す る

樹皮画 な どの美術工 芸品

に描かれ る神話の デザイ

ンや、意味 や、集団 的な

知 識 の 管 理、 商 業 的 利

益 の分 配 の 様 相 に つ い

て は、 窪 田 や シ ャ ー マ

ン とワ イ ズ マ ン を参 照

[窪 田2007:190-193;

シャーマ ン とワイズ マ ン

2008]0

7)

トイ ・イ ホ は 美 術 工 芸

品 の 制 作 者 や 販 売 者

を 細 分 化 し て お り、 ①

マ オ リ の 個 人 お よ び 集

団 に よ る 「マ オ リ 製

(Maori　 made)」 、(月)主

に マ オ リ の ア ー テ ィ ス

トを 多 く含 む 集 団 制 作

製 で あ る 「主 に マ オ リ

製(Mainly　 Maori)」 、

② 「マ オ リ と非 マ オ リ

の 共 同 開 発(Maori　 Co-

production)」 、 ③ 「ホ ン

モ ノ」 の マ オ リ ・ア ー ト

を 取 り扱 う 小 売 業 者 や

ギ ャ ラ リー を 対 象 と した

「マ オ リ ・ア ー ト取 扱 業

者(Licensed　 Stockist)」

の 四 つ の 登 録 商 標 を 区 別

して い ま した[toi　 iho]。
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(Ganalbingu)の 人 々が ク ランや コ ミュニテ ィ として管 理 してい る知識 を、 ブル

ンブル ンが美術作 品 として表現 した もので あったため、 もし制 作者個人 ではな く
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 レメデ イ　

クランや コミュニテ ィ として提訴 して も衡平法 上の救済措置 を受 ける権利 を有 し

て いた こ とが 判決 で認 め られ た稀 な例 とな りま した[JANKE　 l　998;BROWN

2003:43-68;久 保2003;シ ャー マ ンとワイズ マン2008:197-198]6)。

　 EoFも しくはTCEsの 不正使用 につ いて は、著 作権 侵害 を争 点 とす る訴訟 が行

われて いるばか りでな く、商標登録 によるアー ト作品の保護 とい う行政 との連携

事 業 も行 われて い ます。 オース トラ リアで は、2000年 に国立先住 民美術 工芸局

が 「真正性保証書 」 として知 られ る認 証マー クを登録 し、市場 にお いて 「ホ ンモ

ノ」 の先住民製 の商 品 を非先住民製 の製 品か ら区別 す る消費者教 育 に寄 与 してい

ます。

　加 えて い う と、 こ うした商標 登 録や 先住 民製 の真 正性 を主 張 す る タグを付 す

こ とは、他 の先 住 民 に もみ られ る知 的財産 権 に よる保 護 です。例 えば、非 サ ー

ミ成員 に よる工場製 の類似 品 に対 して、北 欧の先住民 サー ミが伝統 的な素材 を用

いて手作業 で制 作 した美術工 芸品で あ る との品質保証 を証明す る 「サー ミ ・ドゥ

オ ッチ」 とい う商標 を登録 して いた り[葛 野1990:233、1996:121、1998:

177-178]、 カナ ダ政 府 が イ ヌイ ッ ト製 の アー トをニセ モ ノか ら識 別 す るた め

にイ グ ル ー の マ ー クの 商 標(Igloo　 tag)を 登 録 した り[GOVERNMENT　 OF

NUNAVUT,　 Department　 of　Economic　 Development&Transportation]、 米

国 アラスカ州で は 「シルバ ー ・ハ ン ド ・プロ グラム」 とい う商標登録制度 によっ

て、 ア ラスカ の先 住 民 の人 々の手作 りの美術 工 芸 品 を他 の機械 製 や非 ア ラス カ

先住 民製の もの と識別 す る一 つの基 準 を設 けた りして い ます[ALASKA　 STATE

COUNCIL　 ON　 THE　 ARTS]。 ニ ュー ジー ラ ン ドの マ オ リが 制作 す る美術 工 芸

品 につ い て も、政 府機 関 で あ る ク リエ イ テ ィ ブ ・ニ ュー ジー ラン ド(Creative

New　 Zealand,旧 称 クイー ン ・エ リザベスニ世 アー ト ・カ ウンシル)の 下部機i関

で あるマオ リ ・アー ト委員会(Maori　 Arts　Board)が 主導 した 「トイ ・イホ(toi

iho)」 とい う商標 登録制度が2010年 初頭 まで存在 しま した[toi　 iho]7)。

3.現 行知的財産権保護の適格内容との乖離

　 ここで列挙 したEoFの 不正使用に対するい くつかの対応 の事例は、創作物 と

してのEoFの 制作者個人 もしくはコミュニティ(成 員)が 集団的に有す る排他

的使用権を、国内法制や州法制 に依拠する司法解決や商標登録によって、国家や

州政府 レベルで(結 果 として)保 護す る動向を示 しています。 こうして 「先住民

の知的財産」に関する諸事例 は、先住民を包含す る国家 において個々のケースが

集積 して一つの大きな枠組み となっているのですが、国際的な保護の文脈 におい
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て は、今 日で も有効 な確 固た る一つ の法 的解決 の糸 口は見 つかって いませ ん。 そ

の主 た る要 因 は、先住 民 をめ ぐる国際政 治 ・経済 的 な問題 ばか りか、 「先住 民の

知 的財産権 」 とい う概念 自体 が現行知 的財産 法制 の適格要件 にそ ぐわない とす る

法解釈上 の見 解 にあ ります。

　 国際政 治 ・経済 的な文脈 におけ る 「先 住民 の知 的財産 問題」 は、 多 くが 「先住
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 しゅうれん

民の知的財産」によって生ず る商業的利益をめ ぐる国家間の駆 け引きに収敏 しが

ちなのです。先進国企業が主に途上国の(先 住民居住地の)生 物資源へ関心を高

める中、途上国側が国家 として生物多様性や伝統的知識へのアクセス規制を強化

し、それによって国家が享受する利益配分や技術移転を有利 に進 めたいと目論む

駆 け引きにおいて、 この問題が しばしば言及されてきました。 また、音楽CDや

映画DVDの 海賊版製造 と市場への横流 しを 「知的海賊行為」 として先進国か ら

糾弾 されて きた途上国は、GATTウ ルグアイ ・ラウン ドやWIPO等 の国家間交

渉時に、バイオ ・パイラシーを行 う先進諸国に対 して、TRIPS協 定 とCBDの 整

合性を問 うことで巻 き返 しを図ってきました。途上国政府にとって 「先住民の知

的財産問題」は、先進諸国 との国家間協議における重要な交渉カー ドの一つ となっ

ている現状があるのです。 このように、国家間協議の場において途上国側が政治

的駆 け引きの道具 として この問題 を利用すればす るほど、先進国側 はこの交渉

カー ドが出されるきっかけ となった先進国側が提起 した工業所有権侵害な どの別

の問題の交渉 を有利に進めようとす るため、すでに整備 してきた国内法での解決

の可能性 を引き合いに出 し、途上国側が主張す る国際的な取 り決めの決議が必ず

しも必要ではないといって、議論が平行線のまま終始 して しまう傾向にあ ります。

さらに、知的財産法を専門 とす る法学者や法政策学者 などは、国際的な問題解決

に向けて協議の機会は増 えているものの事態が進展 しない要因の一つ として、そ

もそも 「先住民の知的財産権」 とい う考え方 自体が現行知的財産法制における法

的保護の適格要件から乖離 していることを指摘 しています。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エイペツク

　 例 えば、1995年 か ら1997年 までアジア太平洋経済協力(通 称APEC)の 知

的財産専門家会合議長を務め、2010年 現在 は特許庁審判部長である高倉成男は、

この適格要件の.,仡u.について主 として以下の3項 目か ら検討 しています。第一・に、

伝統的知識の集団的所有 に関す る点であ り、それは先住民個人が所有する情報で

はな く集団的に共有 される情報であるため、個人的権利の独占的保護 を前提 とす

る現行知的財産法制 には適合 しない点。第二に、伝統的知識の歴史的継続性に関

する点であ り、一般 に伝統的知識の特質 とされる永遠性は、一定の期間内で保護

される特許法や著作権法にはなじまない点。第三に、伝統的知識の包括的な指示

内容に関する点であり、それは技術的要素 と文化的要素(宗 教的知識など)に 分

離す ることが難 しく、技術的要素を保護する特許制度 と文化的要素を保護する著
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8)

ここで扱 わなか った知的

財産法 を構成 す るその他

の法律(商 標法、意匠法、

不正競争 防止法)が 定め

る適合要件 との乖離 につ

いて は、 高 倉 や 青 柳 を

参 照[高 倉2000:660-

661;青 柳2004:151-

15770

9)

例 えば、 国家法や地 域法

としてすで に制定 され た

もの として、 フ ィリピン

の大統領令247号(1995

年)と 先住 民権 法(1997

年)、 コス タ リカの 生物

多 様 性 法(1998年)、

イ ン ドの 生 物 多 様 性 法

(2000年)、 ア ン デ ス共

同体 の 決 議486号 知 的

財産 について の共通制度

(2000年)、 ア フ リカ統

一・機構 の コ ミュニテ ィの

権利及び生物資 源 アクセ

ス管 理に関す るモデ ル法

(2000年)な どが あ りま

す[青 柳2004:172]。

作権制度 とい う個別 の法制 度 に分類 され る近代 知 的財産法制 の体系が、伝統 的知

識 の包括 的な保 護 に適合 しない点、 といった内容 です[高 倉2000:659-661]8)。

そ して高倉 をは じめ多 くの知的財産 法 を専 門 とす る法学者 や法政 策学者 な どは、

これ らの諸 点 において、 「先住民 の知 的財産 」 を現行知 的財産 法で保 護す るこ と

は困難 で ある と結論づ けて い ます[高 倉2000;大 澤2002b;山 名2002;青 柳

2004、2006;常 本2005な ど]。

4.法 的保 護に依拠 しな いオルタナテ ィブな 「先住 民の知的財産 問題」の解決策

　先 に挙 げた アボ リジニの個人 もし くは団体 で の訴訟 な どは、 オース トラ リア と

い う一 つの国家 の裁判所 の法解釈 であって、複数 の国家 か らな る国際的な枠組 み

では、制 度 として成立 して いませ ん。 この様 な状況 に対 して、WIPOや 国連 な ど

の国際機 関が、現行知 的財産法 の改正 に向 けた取 り組 み を行 ってい ます。 さ らに

それだ けで はな く、 「伝統 的資 源 の権 利」や 「共 同体 の知 的財産権 」 とい った新
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 スイ　ジェネリス

た な権利 の枠組 み の確 立 を 目指 した特別 立法(suﾍgenerﾍs)を 、国 際法(条 約)

や国家法や地域法 として制定す るこ とで、現在 「先住 民の知 的財産 」 とい う用語

で表現 され るものの保護 をさ まざ まなかた ちで図って い こうとして いるのが今 日

的な状況 となって い ます9)。

　加 えて、必ず しも法 的保 護 に依拠 しな い 「先住 民の知的財産 問題 」の解決策 も

すで にい くつか検討 されて い ます。 それ らは先住 民(コ ミュニテ ィ)と の事前 の

契約締結 と、社会 的制 裁 に よるものです。経済法 の独 占禁止法 を専門 とし先住 民

の知的財産 につ いての権 利的側面 に詳 しい青柳 由香 は、前者 の事前 の契約 として、

遺伝子資源や宗教 的秘匿事項 な どの先住民 の伝統 的知識 を対象 とす る研究者 な ど

は、所属 す る学会 の倫理規定 な どに依 拠 して、研 究対象 とす る先住 民(コ ミュニ

テ ィ)に 対 して十分 なイ ンフォーム ド ・コンセ ン トを行 い、 そ して先住民 の担 当

者 と調 査の実施 に関 す る 「契約 」 を結 び、被 調査者 た る先 住民(コ ミュニ テ ィ)

が よそ者 の調査 を監視 ・管 理す るこ と(community　 controlled　 research)を 挙

げて い ます。学術 論文 な どで先住 民(コ ミュニテ ィ)の 知 的な資源が二次 的 に利

用 され る場合 には、先住民(コ ミュニ ティ)は 「契約」 に したが って研究者 な ど

に遵守 すべ き項 目や方法や条件 を直接提示 す る ことが可能 とな ります。 また、 そ

れ に よって先住 民(コ ミュニテ ィ)は 知 的な資源の二次 的使用 か ら生 じる利益 配

分 を 「契約」 に則 って享受 で き る可 能性 が残 され ます[青 柳2004:146-147]。

仮 に研究者 な どが先住民(コ ミュニテ ィ)の 知的 な資源 の不正使用 を行 った場合 、

先住 民(コ ミュニ テ ィ)は 契約 不履行 を争 点 とす る訴訟 を起 こ して、差 し止めや

損害賠償請 求 をす る ことが で きるのです。もう一つ の社会 的制 裁 につ いて青柳 は、

その確 実性が不明確 な こ とや強制力 の欠如な どを考慮 した上で、 マス コ ミによる

「
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批判 を挙 げて います[青 柳2004:147]。

　青柳 の提示 した、法 的保護 に依拠 しないオル タナテ ィブな 「先住民 の知 的財産

問題 」の解決策 は、先住 民(コ ミュニテ ィ)へ の配慮 がな されて い る点や 、研 究

者 を含 む関係者 の倫 理 に うったえか ける点、 さ らに実 現可能性 といった点が評価

に値 します。 ただ し、以下 の よ うな懸念 が残 ります。前者 について は、先住 民(コ

ミュニ テ ィ)の どの よ うな立場 の人物 と 「契約 」を交わす のか とい う、 コ ミュニ

テ ィにおけ るゲー トキーパ ーの政 治的代表性 の問題 です。 ゲー トキーパーの判断

が コ ミュニテ ィの総意で はない場 合 もあ りうる し、 そのために調 査許可 な どを申

請 ・取得 す る行為 が、他方 の派 閥 を構成 す る人々か ら非難 され る ことにつ なが る

か も知れ ませ ん。比較 的少数の人 口か ら構成 され る先住 民 コ ミュニ ティには、政

治的代表性 をめ ぐる派 閥争 いが あ ることが多 く、 しか もその派閥争 いは コ ミュニ

テ ィの規模 が小 さいために 日常生活 の随所 で顕在化 す るこ とが多 いで しょう。 よ

そ者 が ゲー トキーパー を指名す る ことは不可能 ですが、 「契約 」 を交 わす人物 の

選定 の結果、 コミュニテ ィ内の派 閥争 い に巻 き込 まれ る可能性 も考慮 しな けれ ば

な りませ ん。後者 について も、比較 的短期間 の取材 にお いて どの程度 その文化や

伝統 的知識 の管理形 態 を知 りうるか とい う懸念 や、信頼 す るこ とがで きる情報 の

選定 の仕方、 さらに先 に述べ た 「契約」締結 と同様 に、取材対象 とす る特定 の人

物 の代 表性や社会 的立場 につ いて考慮 す る必要が あ る と思われ ます。

　 しか しなが ら、 この ような懸念 事項 は これ までの 「先住民 の知的財産問題」 の

議論 の推移 に照 らし合 わせ てみ る と、 あ ま り的 を射 ない内容 か も知れ ませ ん。 な

ぜ な ら、バ イオ ・パ イ ラシー を批判 したシ ヴ ァが、CBDの 条文 内 に先住 民 自身

の権 利 の内容 や帰属 につ いて何 ら規定 が な されて い ない ことを指摘 した よ うに

[シ ヴ ァ2003]、 「先 住 民の知 的財産 問題 」 の議 論 の潮流 には、 この 問題 の 当事

者 であ る先住 民 自身の声 が反映 され た り、先住民 に よる草の根的対応 の詳細 が と

りあげ られた りす るこ とが あま りなか ったか らです。すなわ ち、 当事者 た る先住

民(コ ミュニ テ ィ)を この問題 の解 決 に向 けた議論 に加 える こと、 も しくは加わ

る余 地 を確保 してお くこ と、 さらにコ ミュニ テ ィに対 して影響 をお よぼ しうる内

容 を 自分 た ちで検討 して対応 案 を提 示 させ る こ とな どが まず重 要 な点 なので す

[青 柳2005]。 知 的財 産 法 の実務 者 や 国際機 関 の業務 に携 わ る人 々や 先住 民 コ

ミュニ テ ィや 「伝 統的 コミュニテ ィ」 の文化機 関の担 当者(ゲ ー トキーパ ー)と

いった特 定 の人物 だ けに限定 して当事者性 を与 え るので はな く、 「先住 民の知 的

財産問題 」を そ うした コ ミュニテ ィ全体 に開かれた ア リーナ として留保 す る意 味

において、法的保護 に依拠 しな いオル タナテ ィブな 「先住 民の知的財産 問題」 の

解決策 を探 る ことは非常 に意義深 い視点で あ る と思われ ます。

　 この よ うに考 えてみ る と、マ ス コミの記者 な どが取材 対象 とす る相手 が、あ る
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問題 に対す る集団 としての確 固た る一 つの回答 を出さな けれ ばな らない必 要 はな

い し、 そもそ もコミュニテ ィ内 におけ る政 治的代表性 をめ ぐる派閥争 いがあ るの

は例 外 的で はな く、 どの コ ミュニテ ィに も程度 の差 はあれ存在 す る もので あ り、

彼 らを画一・的 に捉 え よう とす る思考が問題視 され るべ きで し ょう。

　 将来的 に多数 の個 か らな る先住 民 コ ミュニ テ ィか ら多様 な対応 や さまざまな声

が集 まれ ば、 そ こか ら新た な解決策 の道筋が拓 かれ る ことにつ なが るか も知れ ま

せ ん。 ただ し、 だか ら とい って、「先住 民 の知的財産 問題 」 に関連す る解決 に向

けた課題 を全 て彼 ら先住民 に押 しつ け るこ とはで きませ ん。 ブラッ ド ・シ ャーマ

ン とリー ン ・ワイズ マ ン(Brad　 Sherman　 and　Leanne　 Wiseman)が 述 べ てい

るよ うに、 「先住 民の コミュニ テ ィの文化 、科学及 び技術 を規律 し保護 す るルー

ルを、彼 らの コ ミュニテ ィ自身が決定 す る機 会 を持つ こ とは重要で あ るが、 同時

に、現地 法及び慣 習法 の限界 を認識す るこ とも重要で あ る。特 に海賊行為 は、慣

習法 の適用 な い し管轄権 が及 ぶ範囲 の外 で行われ る とい うこ とを認 め ざるを得 な

い。 この点 にお いて、現地 法が国家制度及 び国際 的制度 と関連付 け られ る ことを

可 能 にす る仕組 みを構築 す る ことが課題 とな る。 そのた めには、 さらに、先住民

コ ミュニ ティに解決 を委ね る ことがで きる事項 と、 よ り広範 な枠 組み を必要 とす

る事項 との間 を区別 す る ことが必要 」 とな るためです[シ ャーマ ン とワイズマ ン

2008:216]o

5.「 先住民の知的財産問題」に対する研究者からの貢献

　本稿 を締めるにあた り、シャーマンとワイズマンがい う先住民 コミュニティの

現地法及び慣習法が及ぶ範囲の外で行われている海賊行為 を想定 しなが ら、法的

保護 に依拠 しないオルタナティブな 「先住民の知的財産問題」の解決策のあ り方

をもう一一つ提示 したい と思います。それは文化人類学などの学問分野を専門 とす
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きょうどう

る研究者 と先住民(コ ミュニティ)と の協働です。青柳が述べた ところの、前者

の先住民(コ ミュニティ)と の事前の契約締結 による解決策に関連する内容です。

なお、 ここでい う協働 とは、二者以上の主体が異なる立場か ら相互に不足 を補 い

合い、協力 しなが ら課題解決 に向けて積極的に取 り組むことで、補完性の原則に

基づ く活動の ことを指 します。

　 (先住民)コ ミュニティが主導す る伝統的知識や知的財産 に関する何 らかの調

査や、彼 らが よそ者の研究者に調査への参与を認めた り成果報告時の遵守事項を

直接提示 した りすることを契約 として交わす必要 は必ず しも無いかも知れ ません

が、 フィール ドワークという研究手法を重視 し、そのため先住民コミュニティな

どと比較的近い距離で接することの機会が多かった文化人類学者などは、先住民

の慣習法が適用せず管轄権が及 ばず、言語的な障壁のために先住民の人々が自分
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た ちで は収集 す るこ とが不可能 な国外 な どで生 じてい る海賊行為 についての情報

を収集 した り、 そ もそもなぜ それが先 住民 に よって海賊 行為 と見 な され るか を彼

らの慣 習法か ら検 討 した り、 国外 な どで収集 した情報 を先住 民(コ ミュニ テ ィ)

に提供 した り、 その結果 コミュニテ ィか ら発せ られ る多様 な声 を収集 した り、 そ

の よ うな応答や声 が統 一 しない要 因 を コミュニテ ィの社 会 ・文化 的側 面か ら検討

した り、彼 らの意見 や要望 を海賊行為 の実施者 や関連 諸国際機 関や、海賊行為 の

結果 として製造 され る商品等 を購 入す る消費者 や、実際 に購入 しない まで も消費

者 となる可能性 を潜在 的 には らんだ市民や、 関連 す る学界 な どに伝 えた りす る一一

連 の プロセ スを とるこ とで、 よ り厚い情報や交 叉す る見解 を関連 す るアクター問

に環流 させ る媒体 とな る ことは可能 だ と思 います。

　 バ イオ ・パ イ ラシーやEoFの 不正使用 の多 くの事例 において、 「被 告」た る非

先住 民の 当事者 の多 くは、 自ら行 った行為 の現行 知的財産法や慣 習法の下で の違

法性 や、 そ うした ものへの配慮 や倫 理 につ いて認 識す らしていない ことが多 くを

占め る らし く[ワ イ カ ト2008]、 それ ゆ え市 民社会 へ の周知 は一一定 の効 果が期

待 で きそ うです。 さ らに い う と、 そ うした 「被 告」 に はEoFな どを研究 対象 と

す る文化人類学者 や考古学者 が多 く含 まれ ていて、批判 を受 けた者 の 中には、 自

らの行為 を 「学問 の自由」 と 「言論 の 自由」を掲 げなが ら 「世 界的共有物(global

commons)」 の部分 的利用 で ある として正 当化 し、先住民 コ ミュニ ティに反論 し

たケース もあった ようです[シ ャーマ ン とワイズマ ン2008:210]。 今後 「伝統

的 コミュニテ ィ」や先住 民 コ ミュニテ ィの人 々が一般 的 な知的財産 に関す る権利

意識 を よ り重要 な もの として捉 えてい き、 さ らに彼 らで はない よそ者 の研 究者が

先住民 コ ミュニテ ィの 「知 的財産」 について調査 ・研究 上の アクセ スを引 き続 き

行 って い くな らば、 「知 的財産」侵 害 の 「被告 」 として非難 され る可 能性 は ます

ます増加 してい くことにな るで しょう。

　逆 に言 えば、 そ ういった意味で、文化 人類 学者 をは じめ とす る研究者 は、学会

が定 め る倫理規 定の ような 自主的 な活動規制 の取 り決 めか ら逸脱 しない よ う自 ら

の行動 を律 す るばか りでな く、調査 ・研究 対象 とす る人 々が提 示す るか も知れな

い遵守 を求 め られ る規則(慣 習法 で あった り、 「知 的財 産」 を保護 ・管理 す るた

めに先住 民 が独 自に新規 に定 め るsuﾍgenerﾍsか もしれ ない)に も十分 な注 意 を

払 って い くべ きだ と思 われ ます。特 に文化人類 学 は この点 につ いて真摯 に受 け入

れ るべ きです。なぜ な ら、文化 人類学 は、先住 民や 「伝統 的 コ ミュニテ ィ」が保

持 す る宗 教や 生活や 歴史 や言語 や物 質 文化 といったEoFやTCEsな どを含 む包

括 的な文化、 つ ま りこれ までの議論 の流 れで い う ところの 「先住 民の知 的財 産」

を主 た る調査 ・研 究対象(学 問分野 に とっての一つ の重要 な資源)と して収集 し

て、事後 的 に学術的 な解釈 を行 い、時 には対象 とな るコ ミュニテ ィか ら解釈 の是
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非や表 象の あ り方や公 開の是非 につ いて批 判 を受 けなが らも、 それ らを主 として

非商業 的 に利用 す るこ とで、学界全体 として の 「知 的財産 」 た る民族 誌や学術論

文な どの研 究成果 を蓄積 して発展 して きた学問 だか らです。 すなわち この意味 に

おいて、文化 人類学 はまさに 「先住民 の知的財産問題 」の一 つの鍵 とな るア クター

とい って も差 し障 りないで しょう。 そ う考 え る と、文化人類学者 は先住民 の伝統
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 グロ　バルのコモンズ

的知識や 「知 的財産 」 を、 あ らゆ る者 に開か れた世 界 的共有物 として捉 え るので

はな く、先住民 とい う特定 の人 々 によって管理 されて い る資源 として認識 し、管

理者 た る彼 らか ら許 可 を得 てそれ らを部分 的に使用 させ て もら う行為 としての学

術調査 と、 それ らを学術 的に分析 し解釈 した結 果 ま とめ る研究者 の知 的財産 とし

ての研 究成果(管 理 者 に よる事 前の検閲が 求め られ る場合 もあ り、場合 に よって

は共 同成果 とな る)と を区別 して考 えて いか ねばな りませ ん。

　 筆者 は、先 に述 べた先住民(コ ミュニ テ ィ)と の協働 を前提 とす る研究者 によ

る情報環流促進 とで もい うべ き方法が、法 的保 護 に依拠 しな い 「先住 民の知的財

産問題」 の一 つの解決策 として有効 だ と思 う一方で、 それが 同問題 の解 決 に とっ

て必要条件 で はない こ と、強制力が ない こ と、 さ らにい うと、被調査者 によ る調

査者 を規 制 す る何 らかの管 理が あ る場 合 に調 査者 が それ に従 う ことは義務 で す

が、調 査者 と被調査者 との協 働 は両者 に とって義務 で はない こ と、 それ ゆえ協働

を前提 とす る情報環流促 進 とい う方法 も義務で はな く一つ の選択 肢 に過 ぎない こ

とを承知 してい ます。ただ しこれ まで見て きた よ うに、文化 人類 学(者)を 筆頭

とす る学界(研 究者)は この問題 に関 して無害透 明 な存在 で はな く、一 つの アク

ター として中核 に位置 して きました。EoFや 「知 的財産 」の不正使用 とい う比較

的近年 に使用 が始 まった言葉 で はないで すが、被調査者 としての先住 民側 か らそ

れ とほぼ合致 す る内容 の批判 にさ らされ た歴 史 を有 してい るので す。例 えば文化

人類 学 は学 問の あ り方 の 自省 を もって そ うした批 判へ の回答 とす るので はな く、

義務 とはいわ ないまで も何 か しらの実践 的貢献 もすべ き時期 にあ る と筆者 は考 え

てい ます。
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